
ゆっぴー安心メール
に会員登録しません

か

　熊本県警察では、子どもの安全確保や地域の犯罪防止を図るため、県内で発生した事案などに関する情報を、会
員登録された人のメールアドレス宛に配信します。

〈提出日〉毎月5日締め切り
〈宛先〉〒869-1404 南阿蘇村大字河陽1705-1
　　　　　　　　　南阿蘇村役場 企画観光課企画係
〈Eメールアドレス〉skikaku@vill.minamiaso.lg.jp
〈お問い合わせ〉企画観光課企画係　TEL0967（67）1112
※作品を提出される際は、必ず「お名前」「連絡先」をご記入ください。

「広報 みなみあそ」では、団体加盟の作品の他、村
民の皆さんの作品をお待ちしています。俳句や短歌、
イラストなど、どしどしお寄せください！
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南阿蘇消費者相談室　℡0967（67）2244
相談日　火曜・木曜日　午前10時～午後３時　南阿蘇村役場総務課

高森町消費者相談室　℡0967（62）1111
相談日　月曜・水曜・金曜日　午前９時～午後４時

お
問
い
合
わ
せ

Vol.150
南阿蘇

相談室から

何かお困りのことがありましたら、お気軽に南阿蘇消費者相談室にご相談ください。

　判断力が低下した高齢者が次々購入し、支払いが滞っているなどの相談も寄せられています。自身での対処が困
難になっている場合、家族から事業者へ相談するとともに、成年後見制度の利用なども検討しましょう。
　テレビショッピングは、実物を確認して購入することができません。また、返品・解約の可否、条件の説明を見
逃しているかもしれません。注文の電話でもよく確認しましょう！

テレビショッピングはテレビ広告だけでなく、注文の電話でもよく確認！

10月は『里親』月間です
　里親制度を推進するための集中的な広報啓発
を実施するために、国は毎年10月を里親月間
と位置づけました。
　それぞれの事情で親と離れて暮らす子どもた
ちが、日本には約4万2千人います。また、熊
本には、約650人います。そうした子どもを
自分の家庭に迎え入れ、さまざまなサポートを
受けながら養育するのが「里親制度」です。
　里親家庭は特別な家庭ではありません。共働

き世帯、子育て中の世帯の里親登録も増えてい
ます。里親は自分の子どもとして迎え入れる特
別養子縁組だけではありません。一定期間、預
かっていただく養育里親もあります。その中で
自分のライフスタイルに合った活躍の仕方があ
ります。里親制度は、子どものための制度です。
皆さんに正しく知っていただくこと、理解して
いただくことが一番大切なことです。里親制度
を正しく知ることから始めませんか。

〈里親の種類〉
養育里親……………

特別養子縁組里親…

親族里親……………

専門里親……………

18歳までの子どもを一定の期間自分の家庭に受け入れて養育する里親です。養育期間は、数日から数
年とさまざまです。子どもの実親の養育環境が整った場合には、実親の元に帰ります。

原則15歳未満の子どもを、特別養子縁組（法的親子関係の成立）を前提として養育する里親です。養子
縁組が成立するまで、里親として養育します。

実親が死亡や行方不明などで子どもを育てられなくなった場合、児童の扶養義務者およびその配偶者で
ある親族が子どもを養育する里親です。ただし、親族による養育が適当と判断された場合に限ります。

虐待により心身に有害な影響を受けた子どもや非行、障がいのある子どもなど、専門的なケアを必要と
する子どもを養育する里親です。

〈問い合わせ〉養育家庭支援センターきらきら　℡096（383）8100

メールからのお問合せはこちら→
お一人から団体まで、説明に伺います。  

登録方法
①登録用メールアドレス k110@ansin.police.pref.kumamoto.jp を入力、または、右記
登録用二次元コードを読み取り、空メールを送信
②返信メールを受信後、メール一番下のURLをクリックし、必要事項を入力して登録完了

登録用二次元コード

20 212025.10 2025.10


